
ふれあい荘指定短期入所生活介護利用料金表 令和6年11月1日変更

【２割負担の場合】

１．介護給付サービス料金（介護保険自己負担分） ５．合計金額

1 日利用 3 日利用 7 日利用 14 日利用

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

２．介護給付サービス加算料金（自己負担分）

項　目 1日 3日利用 7日利用 14日利用

　※1　上記の標準加算には、「サービス提供体制加算Ⅰ」「夜勤職員配置加算Ⅲ」及び「生産性向上推進体制加算Ⅱ」が含まれております。

　※2　1日3食未満の場合の1食あたりの料金（朝食：540円、昼食：660円、夕食625円）

６．介護保険外サービス

３．食事及び居室料金

項　目

食事代

居室代

（２）買い物代行費用　　１回　５００円　職員が買い物を代行する場合にご負担いただきます。

④生産性
向上推進
体制加算
Ⅱ

¥20 /月

１つ以上のテクノロジー機器を
導入し、利用者の安全や介護
サービスの質の確保、職員の負
担軽減に向けた取り組みをして
いる場合

（１）職員付き添い費用 　職員１名×１時間　１,０００円　施設行事以外の外出時付き添いを行う場合にご負担いただきます。

¥915 ¥2,745 ¥6,405 ¥12,810

④介護職
員処遇改
善加算Ⅰ

14.0％/利用日数
指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準に掲
げる区分に従って加算

1日利用 3日利用 7日利用 14日利用

¥1,825 ¥5,475 ¥12,775 ¥25,550

④緊急短
期入所受
入加算

¥180 ¥540 ¥1,260 ¥2,520

居宅サービス計画に位置付けられてい
ない短期入所生活介護を緊急に行った
場合7日間まで（やむを得ない場合14日
間まで）

⑤送迎加算 ¥368 /片道

自宅から施設まで送迎した場合

送迎実施区域外片道20km未満　＋300円

送迎実施区域外片道20km以上　＋500円

¥34,039 ¥29,718 ¥25,550 ¥12,810 ¥68,078

③療養食
加算

¥48 ¥144 ¥336 ¥672
医師の指示に基づく療養食を提
供した場合（※該当者のみ、1日
3回限度、1食8円）

¥6,405 ¥32,938 ¥27,515 ¥25,550 ¥12,810 ¥65,875

②夜勤職
員配置加

算Ⅲ
¥30 ¥90 ¥210 ¥420

夜勤職員を基準に従って配置し
た場合、掲げる区分に従って加
算する。

要介護5 ¥2,123 ¥1,825 ¥915 ¥4,863 ¥6,368 ¥5,475 ¥2,745 ¥14,588 ¥14,859 ¥12,775 ¥6,405

¥1,825 ¥915 ¥4,705 ¥5,896 ¥5,475 ¥2,745 ¥14,116 ¥13,758 ¥12,775

備考

①サービ
ス提供体
制加算Ⅰ

¥44 ¥132 ¥308 ¥616
介護福祉士資格を有する職員を
手厚く配置し、日常生活を支援
する場合

要介護4 ¥1,965

¥25,550 ¥12,810 ¥61,310
¥1,768 ¥5,304 ¥12,376 ¥24,752

要介護3 ¥1,806 ¥1,825 ¥915 ¥4,546 ¥5,417 ¥5,475 ¥2,745 ¥13,637 ¥12,640 ¥12,775 ¥6,405 ¥31,820 ¥25,281 ¥25,550 ¥12,810 ¥63,641

¥4,918 ¥5,475 ¥2,745 ¥13,138 ¥11,475 ¥12,775 ¥6,405 ¥30,655 ¥22,950
¥1,630 ¥4,890 ¥11,410 ¥22,820

要介護2 ¥1,639 ¥1,825 ¥915 ¥4,379

¥6,405 ¥29,554 ¥20,748 ¥25,550 ¥12,810 ¥59,108
¥1,490 ¥4,470 ¥10,430 ¥20,860

¥1,825 ¥915 ¥4,222 ¥4,446 ¥5,475 ¥2,745 ¥12,666 ¥10,374 ¥12,775

¥3,618 ¥8,442 ¥16,884

¥1,344 ¥4,032 ¥9,408 ¥18,816
要介護1 ¥1,482

項　目
多床室（主に4人部屋）

要介護度

1日 3日利用 7日利用 14日利用

2割負担
＋標準
加算

食事
料金

居室
料金

合計
料金

2割負担
＋標準
加算

食事
料金

居室
料金

合計
料金

2割負担
＋標準
加算

食事
料金

居室
料金

合計
料金

2割負担
＋標準
加算

食事
料金

居室
料金

合計
料金¥1,206



　※1　上記の標準加算には、「サービス提供体制加算Ⅰ」「夜勤職員配置加算Ⅲ」及び「生産性向上推進体制加算Ⅱ」が含まれております。


